
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



美女木向田地区のまちづくり 

【これまで】 

○昭和 47 年に「土地区画整理事業を実施すべき区域」として都市計画決定されましたが、現在

まで事業の実現には至っていません。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【これから】 

○土地区画整理事業を廃止し、何もしないと、無秩序なまちになってしまうことを防ぎ、まちづくり

の課題を解決するため、地区計画によるまちづくりを検討します。 
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（道路や公園等の用地となる）
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（売却して事業費の一部に充てる）
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（売却して事業費の一部に充てる）
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（道路や公園等の用地となる）

保留地減歩

（売却して事業費の一部に充てる）

≪土地区画整理事業とは≫ 

・安全で快適なまちづくりを目的として、

道路、公園、下水道などの公共施設を

一体的に整備する事業です。 

・道路や公園などの公共用地や、事業資

金を得るために売却する土地（保留地）

を生み出すために、土地所有者の方か

ら土地の一部を提供していただく（減

歩）ことによって事業を行います。 

（出典：国土交通省ホームページ） 

≪地区計画とは≫ 

・地区の課題や特徴を踏まえ、住民と市

が連携しながら、地区の将来あるべき

姿を設定し、その実現に向け、道路、

公園などの施設の配置や建築物の建て

方などの「まちづくりルール」を定め

る、まちづくり手法です。 

ここに公園 
をつくろう 

生け垣にしよう 

派手な外壁はダメ 

広い敷地を 
維持しよう 

土地区画整理事業の廃止を 

検討します。 

≪地区計画に定める内容≫（例） 

・地区の将来あるべき姿（まちづくりの目標・方針） 

・道路や公園などの施設（地区施設）の内容と位置 

・建築物の建て方（土地利用）などのルール 

ほか 

（地区計画に定める内容のイメージ） 


